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 各県立学校長 様 
 

企画管理部教育施設課長␣ 
教育振興部児童生徒安全課長␣ 
教育振興部保健体育課長␣ 

 
 

学校に設置している教材教具等の落下事故防止について（通知） 
 

 過日、県立高等学校において、増設したバスケットゴールが、生徒の活動中に支柱
ごと落下する事故が発生しました。幸い落下地点に生徒等がいなかったことから生命
に関わる重大な事故にはつながりませんでしたが、同様の事故を未然に防ぐ対策が 
必要です。 
ついては、経年劣化や不十分な施工などにより、転倒や脱落する可能性がある類似

の教材教具等について、下記のとおり安全点検を行うとともに、必要に応じて適切 
な措置を講じるようお願いします。 

記 
１ 施設建築後に増設等により後付けした類似の教材や教具について、安全点検を 
行うとともに、安全点検表等に位置付け、定期的な点検を実施すること。 

 
２ 目視等による点検では安全性の判断が困難で専門的な点検も行われていない 

箇所などについて、使用状況並びに、通常の使い方に加え、児童生徒等の目線で 
多様な行動等も考慮して安全点検を行うこと。 

 
３ 必要に応じて使用方法の注意、補修、使用停止、撤去等の適切な措置を講じる 
こと。 

 
＜参照＞ 
 「学校安全の手引」第３章 学校における安全管理（Ｐ１４３～１５２） 
          第５章 第１節 学校における体制整備（Ｐ２２３～２２４） 
          参考資料 ２ 学校に係る事件・事故対応事例（Ｐ１） 
               ３ 危機管理マニュアル例（Ｐ１） 
               ４ 安全点検表・集計表例 

 

  
担 当 
企画管理部教育施設課 施設・管理班 副主査 佐野 勇義 
電 話 ０４３（２２３）４１５４ 
 
教育振興部児童生徒安全課 安全班 指導主事 井桁 剛志 
電 話 ０４３（２２３）４０９１ 
 
教育振興部保健体育課 学校体育班 指導主事兼班長 三好 啓太 
電 話 ０４３（２２３）４１０８ 



教児安第４６９号␣ 

教保体第７９７号␣ 

令和４年９月１５日␣ 

 

 各教育事務所長 様 

 

教育振興部児童生徒安全課長␣ 

教育振興部保健体育課長␣ 

 

 

学校に設置している教材教具等の落下事故防止について（通知） 

 

 過日、県立高等学校において、増設したバスケットゴールが、生徒の活動中に支柱

ごと落下する事故が発生しました。幸い落下地点に生徒等がいなかったことから生命

に関わる重大な事故にはつながりませんでしたが、同様の事故を未然に防ぐ対策が 

必要です。 

ついては、貴域内市町村教育委員会に対して周知し、経年劣化や不十分な施工など

により、転倒や脱落する可能性がある類似の教材教具等について、下記のとおり安全

点検を行うとともに、必要に応じて適切な措置を講じるよう、御指導願います。 

記 

１ 施設建築後に増設等により後付けした類似の教材や教具について、安全点検を 

行うとともに、安全点検表等に位置付け、定期的な点検を実施すること。 

 

２ 目視等による点検では安全性の判断が困難で専門的な点検も行われていない 

箇所などについて、使用状況並びに、通常の使い方に加え、児童生徒等の目線で 

多様な行動等も考慮して安全点検を行うこと。 

 

３ 必要に応じて使用方法の注意、補修、使用停止、撤去等の適切な措置を講じる 

こと。 

 

＜参照＞ 

 「学校安全の手引」第３章 学校における安全管理（Ｐ１４３～１５２） 

          第５章 第１節 学校における体制整備（Ｐ２２３～２２４） 

          参考資料 ２ 学校に係る事件・事故対応事例（Ｐ１） 

               ３ 危機管理マニュアル例（Ｐ１） 

               ４ 安全点検表・集計表例 

 

 

担 当 
教育振興部児童生徒安全課 安全班 指導主事 井桁 剛志 
電 話 ０４３（２２３）４０９１ 
 
教育振興部保健体育課 学校体育班 指導主事兼班長 三好 啓太 
電 話 ０４３（２２３）４１０８ 


